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令和６年度新入生入学説明会実施要項 

                                                
 
（１）日 時  令和5年１２月１日（金） １４：００～  
 
（２）場 所  富田林市立第三中学校体育館 
 
（３）参加者  令和６年度 富田林市立第三中学校区小学校６年生＋保護者 
 
（４）目 的   ① 三中生になるための心構えと意欲を持たせる。 

② 入学までに、準備物などを知らせる。 
③ 中学校の活動を説明・参加し、理解を深めてもらう。 

 
 

時間 ６年生保護者 ６年生児童 

１：４５ 
 
 
 
 
 
２：００ 
 
 
 
 
 
 
 
２：２０ 
 
 
２：２５ 
 
 
 
 
 
 
 
 
２：５５ 
３：００ 
 
 

保護者受付開始         児童集合（体育館入室） 
 
                児童入室完了 
            

＜Ⅰ部開始＞ 
 
(１)開会の言葉 
(２)学校長あいさつ（(１) (２)併せて約5分） 
(３)歓迎セレモニー 
    生徒会による歓迎セレモニー（10分） 
       ・日常生活、行事、クラブ活動などの紹介、説明 
              体育館から体験教室への移動指示 
各体験教室へ移動（生徒会）移動後、トイレ休憩（約５分） 
 
＜Ⅱ部開始＞        
保護者対象説明会（３０分間） 
 
(4) 給食説明 （学校給食課） 
(5) 学校諸費用 
(6) 三中のきまり等について 
 
保護者説明終了 
 
 
 
再登校（体育館クラブで片付け） 
 
 
 

 
 授業体験（４０分間） 
  
   
 
 
 
 
 
 
 
３：０５ 体験終了  

 

１



 
 
３：０５ 
 
３：１５ 
 
４：００ 
 
 
４：０５ 
 
 
４：４５ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
３：０５ 
 
 
 
 
３：１５ 
 
４：００ 
 
 
４：０５ 
 
 
４：４５ 
 

＜Ⅲ部開始＞ 晴れ 
 
各クラブ4名が教室へ迎えに行き、クラブ場所へ連れていく。 
 
部活動体験（約４５分）※小学生が揃い次第体験開始。 
 
部活動体験終了  
 
 
小学生グランド集合 
 
 
小学生解散（小学校ごとに解散） 
 
 
 
 
 
 
 
＜Ⅲ部開始＞ 雨 
 
各クラブ4名が教室へ迎えに行き、クラブ場所へ連れていく。 
・野球部（１－３）・男子テニス（２－３）・女子テニス（１－１） 
・サッカー（２－１）・陸上（会議室）・創作部（３－３） 
・体育館クラブは体育館 
 
部活動体験（約４５分）※小学生が揃い次第体験開始。 
 
部活動体験終了  
 
 
小学生体育館集合 
 
 
小学生解散（小学校ごとに解散指示） 
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  今、みなさんは小学校
しょうがっこう

生活
せいかつ

６年間
ねんかん

の総
そ う

まとめに向
む

かって毎日
まいにち

がんばってい

ることでしょう。中学校
ちゅうがっこう

の生活
せいかつ

や行事
ぎょうじ

はさらにダイナミック
だ い な み っ く

になります。中学校
ちゅうがっこう

ではみなさんと先生
せんせい

たちとともに、全開
ぜんかい

で日々
ひ び

を過
す

ごしていけることを楽
たの

しみに

しています。新
あたら

しい生活
せいかつ

の中
なか

で、ぜひとも心
こころ

がけてほしいことがあります。 

 

 毎日
まいにち

の学習
がくしゅう

を大切
たいせつ

に  
 学校

がっこう

は勉強
べんきょう

をするところです。一日
いちにち

６時間
じ か ん

の授業
じゅぎょう

は本当
ほんとう

に大切
たいせつ

です。 

また、中学校
ちゅうがっこう

では家庭
か て い

での予習
よしゅう

復習
ふくしゅう

がとても大事
だ い じ

です。毎日
まいにち

の積
つ

み重
かさ

ねで力
ちから

をつ

けていってください。 

 笑顔
え が お

やあいさつを忘
わす

れず、“いいとこ探
さが

し”  
 「笑

わら

う門
かど

には福
ふく

来
きた

る」です。笑顔
え が お

は自分
じ ぶ ん

にも周
まわ

りの人
ひと

にも 幸
しあわ

せをもたらします。あい

さつから始
はじ

まる心
こころ

のふれあいは、周
まわ

りの人
ひと

を元気
げ ん き

にします。そして、自分
じ ぶ ん

の周
まわ

りにいる

人
ひと

のいいところを感
かん

じましょう。そうすれば毎日
まいにち

がさらに楽
たの

しくなります。 

 自分
じ ぶ ん

を大切
たいせつ

に、他
ほか

の人
ひと

も大切
たいせつ

に  
 みなさん一人

ひ と り

ひとりが、第三
だいさん

中学校
ちゅうがっこう

の「主人公
しゅじんこう

」になります。そして、これから続
つづ

くあ

なたの人生
じんせい

の「主人
しゅじん

公
こ う

」です。あなたの存在
そんざい

そのものが今
いま

も、これからも、 輝
かがや

いている

のです。自分
じ ぶ ん

を大切
たいせつ

にできる人
ひと

はきっと、他
ほか

の人
ひと

も大切
たいせつ

にできるはずです。 

 

 あなたは、この３年間
ねんかん

で義務
ぎ む

教育
きょういく

を終
お

えて、社会
しゃかい

に出
で

ていかなけれ
ばなりません。 

だから、自分
じ ぶ ん

で世の中
よ の な か

を生
い

きていく 力
ちから

をつけるため、

第三
だいさん

中学校
ちゅうがっこう

では体育
たいいく

大会
たいかい

や文化
ぶ ん か

発表会
はっぴょうかい

、「町
まち

ピカ」などの

多
おお

くの行事
ぎょうじ

は、生徒
せ い と

自身
じ し ん

の 力
ちから

で作
つく

り上
あ

げていくことを大切
たいせつ

にしています。 

             校長
こうちょう

  堤
つつみ

 周作
しゅうさく

 

イ
メ
ー
ジ
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
「
と
ん
さ
ん
」 
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本校の教育方針 
 

【校  訓】    自主･自律 協力 創造 

【教育目標】  豊かな心を育み、自ら学び、互いに高め合う生徒集団の育成を図る。 

【教育実践】  三つの自立・自律  
 

    
 
                  学習活動の自立･自律 

 
                        学習規律を大切にし 
                        確かな学力をはぐくむ 
 
  
     学習生活面の自立･自律       心の自立･自律 

                    
           基本的生活習慣を確立し             自他を尊重できる 

             規範意識をはぐくむ                 豊かな心を育てる 
 
 

 【基本方針】 
     富田林市立第三中学校の歴史と伝統を尊重し、社会の変化を見通しながら、  

個性豊かに生き抜く力を持った生徒の育成にあたる。 

①基礎・基本を確実に習得させ、確かな学力を身につけた生徒の育成をめざす 

学習指導を展開する。 

②基本的生活習慣の確立や、一層の規範意識を育てるため、ルールの重要性を 

学ばせ、挨拶の習慣や、その場に応じた言葉遣いや態度を身につけられるよう

に「同一指導」の堅持と「常時指導」の徹底を図る。 

③人権教育と道徳教育の一層の充実を図り、自尊感情の醸成と共に、互いの個 

性を認め合える生徒の育成に努める。 

④行事・生徒会活動などを通して、さらなる生徒の自主的な活動を推進すると共 

に、心豊かな集団づくりに努める。 

 
『富三中 五つの志(こころざし)』 

１．元気にあいさつする 

２．授業に集中する 

３．時間を守る 

４．行事に燃える 

５．感謝する心を持つ 

４
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倉庫

階段

職員来客玄関

少人数
教室

普通教室
1-1

普通教室
1-2

普通教室
1-3

普通教室
職員室

ポプラ
教室

少人数
教室

W
C

南館 給食
配膳室

W
C

W
C

準
備
室

W
C

ＷＣ

西
美術室

美術
準備室

東
美術室

第2
音楽室

図書室

ｶｳﾝｾﾘﾝ
ｸﾞﾙｰﾑ 本館 新館校舎配置図 3F

少人数
教室

少人数
教室

東館

普通教室
2-1

普通教室
2-2

普通教室
2-3

普通教室
職員室

ポプラ
教室

準備室
W
C

W
C

南館 給食
配膳室

W
C

W
C

被服室

準
備
室

渡
り
廊
下

パソコン
教室

準
備
室

相
談
室

第1
音楽室渡

り
廊
下

渡り廊下
ポプラ
学級西

理科室
理科

準備室
東

理科室

準
備
室

ポプラ
学級

生徒会
室 本館 ベランダ

校舎配置図 2F 新館

ＷＣ

給食施設
正門

普通教室
3-1

普通教室
3-2

普通教室
3-3

普通教室
職員室

少人数
教室

校
訓
碑

下足室

普通教室
進路指導室

給食室

W
C

W
C

南館 W
C

W
C 東館

駐車場・中庭
駐輪場

調理室 調理準備室

保健室 校長室 職員室 印刷室 事務室
木工室

多目的室
ﾌﾟﾚｲﾙｰﾑ

金工室
会議室W

C

教
材
室

更
衣
室

更
衣
室

給湯室
校務員室

←西門・スロープ

体育館

本館
1年下足室 ＷＣ

放
送
室

相
談
室

W
C

運動場←

北
門

階段

クラブ室 新館

令和５年度校舎・教室配置図　(生徒・保護者用)

校舎配置図 1F Ｎ

植え込みポプラ
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　　　　13:15 予鈴 　　　　13:15 予鈴

備考

15:25～15:35 終礼(10分)

15:00～ 下校可能

15:10～15:25 清掃(15分)

　　 12:40～ 昼食・昼休み 12:40～ 昼食・昼休み

最終下校時刻

13:20～14:10 第５限 13:20～14:05 第５限(45分)
春分～秋分

(夏季) 17:30

秋分～春分
(冬季) 17:00

14:15～15:00 第６限(45分)

14:20～15:10 第６限
※文化発表会などの行事に関連
して状況により調整する場合があり
ます。

全教科45分テスト

12:20～12:40 昼清掃
昼終礼

9:50～10:40 第2限 9:50～10:40 テスト2限目

10:40～11:25 第３限(45分)
10:50～11:40 第３限 10:50～11:40 テスト3限目

11:35～12:20 第４限(45分)
11:40～11:50 終礼

11:50～12:40 第４限

8:50～9:40 第1限 8:50～9:35 第1限(45分) 8:50～9:40
テスト1限目
配布５分
テスト45分

9:45～10:30 第2限(45分)

朝学活

　　　　　　　　日 課 表          令和5年度

平常時程 短縮時程 テスト時程
8:30～8:40 点呼・朝読書 8:30～8:40 点呼・朝読書 8:30～8:40 点呼・朝読書
8:40～8:50 朝学活・準備 8:40～8:50 朝学活・準備 8:40～8:50

７



毎日の授業 

 

中学校では、自主的・計画的に学習することが大切です。 

そのためにはまず 

授業をしっかり聞くことが大切です 

 

 

 授業開始約１分前から、校歌が流れます。音楽が聞こえたら、教室に入り着席し 

て次の授業の準備に入りましょう。次の授業の準備物はもちろん休み時間中に揃 

えて！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あなたには、毎日安心して授業を受ける権利があります。そしてあなたには、

周りのみんなが毎日、安心して授業を受けられるように授業のルールを守る

義務があります。 

 そして先生たちは、あなたとあなたの周りのみんなが集中して授業を受けら

れる環境を作る役割を担います。そのために、富田林市立第三中学校では、

授業の規律を厳しく指導します。ここに示す授業ルールは、あなたとあなた

の友達の価値を最大限に高めるための指導です。三中生と先生たちとでみん

なの学力が高まる授業を作っていきましょう。 

 

そのために掲げたルールが次のページの 

「授業の７つのルール」あります！ 
 

 

 

 

 

まずは、授業から 

中学校で学習する教科は９教科 

 

国語・社会・数学・理科・英語 

美術・技術家庭・保健体育・音楽 

他に、学活・道徳・総合があります。 

授業は５０分で、1 日６時間 

学習の成果は、テストに現れます 

 

定期テスト：各学期（中間・期末） 

＊３学期は期末のみ 

 

課題テスト：９月・１月に実施 

＊３年生は、実力テストがあります 

授業について 

８



 

                    

 

 

 

１４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜学力の向上に向けて＞ 

本校では家庭学習ノートを提案しています。毎日１５分、ノート半ページ 

からスタートして、毎日少しずつの努力を促し、学習習慣が確実に定着するよ

うに取り組んでいます。 

 

１．トイレは休み時間  

緊急の場合を除き、トイレは休み時間にすませます 

２．ベル着  

チャイムが鳴り終わるまでに次の授業の準備をし、 

タブレットを机の真ん中に置き、先生が指定した席に座ります。 

３．服装をととのえて挨拶  

身だしなみを整え、静かに号令に従います。 

４．机はまっすぐ、ゴミはなし  

起立した時に机がいがんでいないか、ゴミはないか確認。 

教室の乱れは心の乱れにつながります。 

５．机の上にはその授業の持ち物のみ  

前の時間の教科、その他、授業に必要のないものは、かばん・ロ

ッカーに片付けます。 

タブレットを授業で使用しない時は、机の中に片付けます。 

６．人の話はだまって聞く  

先生が話している時、友達が発言している時は、口を閉じて耳を

澄ませます。 

７．発言は敬語  

中学生ですから、敬語や丁寧語を使います。 

９
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学校生活のきまり 

本校では、規範意識を育て、規律ある集団生活を行うために、次のような「学校生活のきまり

」を設け指導しています。何卒ご理解賜り、ご協力よろしくお願いします。  

※202４年度に一部改正する場合もあります。 

 

●身だしなみ 

（１）服装 

Ａ 制服（※R６年度より新制服へ完全移行） 

   ・学校指定の標準服（紺色ブレザーとチェック柄のズボン、スカート、スラックス）とする。 

   ・スカート丈は膝がかくれるあたりまでとし、スカートを折る、切る等の変形は禁止とする。 

   ・ポロシャツは、三中指定のものを着用する。 

・ブレザーの下は、ポロシャツ（半袖・長袖）を着用し、ポロシャツの下には、体操服もしく 

    は白基調のＴシャツ等を着用する。Ｔシャツについては、無地もしくはワンポイント（派手 

    でないもの）に限る。また、ハイネック等（肌着を含む）の着用は禁止とする。 

   ・半袖ポロシャツの下に、長袖Ｔシャツ等の着用を禁止とする。 

 

Ｂ 防寒着（※R４年度より新デザインに変更） 

・上下学校規定のウインドブレーカー（カッパ代わりに年中使用可）のみ着用可とする。 

・手袋、マフラー、ネックウォーマー、モコモコソックス等は、装飾品のついていないものに 

限る。また着用については、登下校時のみとする。 

・ブレザーの下には、ベスト、セーター、カーディガンを着用可とする。 

ただし、黒、紺、グレー、茶、白の単色のもので襟のついていないものとする。 

・スカート下には、うすだいだい色のストッキング、黒色のタイツの着用可とする。 

 

Ｃ 体操服（※３年間の移行期間を経て、R３年度より新体操服へ完全移行） 

・冬服は、所定の青色体操服・紺色ジャージとする。 

・夏服は、所定の白色半袖シャツ・ハーフパンツとする。 

・夏服の半袖シャツは、ジャージやハーフパンツの中に入れる。 

・朝練がある場合や放課後の練習後は、体操服での登下校可とする。それ以外の体操服登校や 

体操服のまま授業を受けても良い時は、その都度連絡する。 

 

（２）くつ 

Ａ 通学用 

・学校生活に適した運動靴（厚底、ハイカット、デッキ、ブーツ、サンダル、クロックス等は 

不可）とする。 

Ｂ 上靴 

・学校規定のカラースリッパ（新１年生は青色）とする。 

・体育館シューズ（新１年生は青色のライン）とする。 

14



（３）靴下 

   ・自由とするが、式や集会などの学校行事等、学校で定められた際は、白、黒、紺、グレーを基

調とした靴下とし、デザイン性を重視したキャラクター等の靴下は不可とする。 

・膝上のハイソックス、ルーズソックス、ルーズな履き方は不可とする。 

（４）カバン 

・学校規定の制カバンと補助カバンを使用し、他のカバンは不可とする。 

・補助カバンのみでの登校は不可とする。ただし、始・終業式や行事等で認めた日は可とする。 

・キーホルダーは、手のこぶしより小さいものは可とし、光るものや音の出る物などは不可と 

する。また、それぞれのカバンに１個、もしくはどちらかのカバンに２個までとする。 

（５）ベルト 

・黒、茶色で実用的な飾り気の無いものとし、派手なバックル等は不可とする。 

・スカートのつりバンドは、白、黒、紺、グレーのものとする。また、スカートを規定より短 

くするために使用することは不可とする。 

（６）頭髪 

・清潔で活動的な髪型にする。 

・脱色、染色、パーマ、かぶせ、不自然（過度）な刈り上げ、過度の編み込み、ムース・ワック 

ス等の整髪料で固める、髪を立てる、装飾品の使用は禁止とする。 

・肩下付近まで伸びている髪の長い場合は、両端でくくる、一つに束ねる、三つ編み、お団子 

 ヘアーを原則とする。髪を束ねるときは頭頂部よりも低い位置で束ねる。 

・ピンやパッチン留めは黒とし、必要以上につけない。 

・ゴムの使用は自由とし、色や数は本人の自覚に任せる。 

 

●その他の学校生活 

（１）持ち物    不必要な物（携帯・スマホも含む）、危険な物、高価な物は持って来ないこと。

また、持ち物には、必ず記名をすること。 

（２）貴重品    不要な金銭は絶対に持って来ない。 

急に必要となった場合は、担任の先生に相談すること。 

 

（３）生徒証明書  ３年間使用するので、常に持っておく。 

 

（４）外出許可   登校から下校の間に無断で外出しないこと。やむを得ず外出しなければならな

い場合は、先生の許可が必要とする。 

 

（５）自転車通学   甘南備、蒲、龍泉、中山、上佐備、楠町、北大伴、南大伴、別井、かがり台の 通

学生（他身体的理由などによる申請可）で、保護者と本人の申請がある場合は

許可する。ただし、通学の安全のため、ヘルメットの着用とステッカーの張り

付けが義務付けられている 
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令 和 ５ 年 ４ 月 

保護者の皆さま・生徒のみなさんへ 

富田林市立第三中学校 

学校長 堤 周作 

富田林市立第三中学校『タブレット活用のルール』について 

これから学校の授業や活動の時間にタブレットを活用して学習する機会が増えてきます。学習内容をよ

く理解し、より豊かな学びにしていくためには、タブレットを上手に活用していくことが大切です。タブ

レットはみなさんの学習に役立てるための道具です。便利な道具ですが、心配されることもたくさんあり

ます。そのため、第三中学校では『タブレット活用のルール』を定めました。ご家庭でもご確認よろしく

お願いします。全校のみなさんでこのルールを守り、安心・安全にタブレットを活用していきましょう！ 

 

１ タブレットを利用する目的 

・学校のタブレットは、学習活動のために使うことが目的です。 

・学習内容をよく理解し、より豊かな学びにしていくことが目標です。 

・学習活動や学校の連絡等に関わること以外に使ってはいけません。 

 

２ 使用するときの注意 

・授業中、先生の指示がある時のみ使用できます。(教室内のみ) 

・使用しない時(休み時間も含む)は必ずカバーを閉じ、机の上に置いておきます。 

・落として壊したり、水にぬらしたりしないように十分に気をつけます。 

・指で触れる、または、専用ペンを使い、乱暴には扱わないようにしましょう。 

・タブレットを使い終わった後に保管するときは、充電保管庫に入れて充電します。 

・音が鳴らないように日頃から音量レベルを０(ゼロ)にしておきます。 

 

３ 学習中に操作ミスが起きたときは 

・インターネット使用中に勉強と関係のないサイトに入ってしまった時は、すぐにホームボタンを押し

ホーム画面に戻ります。また、すぐ先生に知らせます。 

 

４ 安全に利用する(個人情報・肖像権・データの保存・設定の変更など) 

・自分や他人の個人情報(名前や住所、電話番号や写真など)はインターネット上に絶対にあげません。 

・相手を傷つけたり、嫌な思いをさせたりすることは絶対に書き込みません。 

・先生が許可した時以外はカメラを使いません。また、誰かを撮影する時は相手の許可をもらいます。 

・学校(学習用)アカウントとタブレットは第三中学校と富田林市教育委員会に管理・制限されていま

す。個人的な使用をした場合、全てのデータの形跡・履歴が記録されています。 

・タブレットで作ったデータやインターネットから取り込んだデータ(写真や動画など)は、学習活動で

先生が許可したものだけを保存します。 

・タブレットの設定変更やアプリのインストールは勝手にしません。 

 

５ 不具合や故障が起きたときは 

 ・故意に破損させた場合は全額弁償します。 

・タブレット本体やインターネットに不具合が発生した場合、すぐに先生に知らせます。 

 

6 君たちの学習の権利を守るために(使用制限) 

『タブレット活用のルール』が守れない時は、タブレットを使うことができなくなることがあります。

※新たにモバイルルーターの貸し出しを希望される場合は、学校までお申し出ください。 
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令 和 ５年 ４月 17日 

生徒のみなさんへ 

（保護者の皆さまも一緒に確認をお願いします。） 

 

第三中学校『タブレット端末活用のルール』について 

 

富田林市立第三中学校 

 

昨年度より、学校の授業や活動の時間にタブレット端末を活用して学習する機会が増えました。

学習内容をよく理解し、より豊かな学びにしていくためには、タブレット端末を上手に活用していくこ

とが大切です。タブレット端末はみなさんの学習に役立てるための道具です。便利な道具ですが、

心配されることもたくさんあります。そのため、第三中学校では、『タブレット端末活用のルール』を

定めました。このお手紙は、お家の人にも一緒に読んでもらいましょう。 

全校のみなさんでこのルールを守り、安心・安全にタブレット端末を活用していきましょう。 

 

１全般的な内容や学校での利用について 
１ 目的 

・学習用タブレット端末は、学習活動のために使うことが目的です。学習

活動や学校の連絡等に関わること以外に使わないようにしましょう。 

 

２ 使用するときの注意 

・タブレット端末を使うときは、先生の指示をよく聞きます。 

・休み時間や放課後に使うときも、先生が認めたこと以外に使いません。 

・落として壊したり、水にぬらしたりしないように十分に気をつけます。 

・持ったまま走ったり、地面に置いたり、日光の下に置いたままにしません。 

・指で触れる、または、専用ペンを使うようにします。えんぴつやペンで触れたり、落書きしたり、磁

石をひっつけるなどは絶対にしません。 

・タブレット端末を使い終わったあとは先生の指示に従って保管します。 

 

３ 安全な使用 

  ・インターネット使用中に、勉強と関係のないサイトに入ってしまったときは、すぐにインターネット

の画面を閉じ、先生に知らせます。 

・自分や他人の個人情報（名前や住所、電話番号や写真など）は絶対に他の人には伝えませ

ん。また、絶対にインターネット上にも掲載しません。 

・相手を傷つけたり、いやな思いをさせたりすることは絶対に書き込みません。 

・先生が許可した時以外はカメラを使いません。 

  ・カメラで誰かを撮影するときは、勝手に撮らず、必ず撮影する相手の許可をもらいます。 

・学校のタブレット端末で作ったデータやインターネットから取り込んだデータ（写真や動画など）

は、学習活動で先生が許可したものだけを保存します。 
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４ 健康面への注意 

・タブレット端末を使用するときは正しい姿勢で、目を画面から３０ｃｍ以上離し使用しましょう。 

・30分に1回は２０秒以上、画面から目を離し、遠くを見るなどして目を休めませましょう。 

・画面の反射や画面の映り込みを防止するために画面の角度や明るさを調整しましょう。 

 

５ 設定の変更 

・タブレット端末の設定は、勝手に変えません。 

・アプリを勝手にインストールしません。 

・WEBページのアカウント登録など、指示のないサイトへの 

登録しないようにしましょう。 

 

６ 不具合や故障、使用の制限 

・タブレット端末本体やインターネットが使えなくなって、再起動をしても元に戻らないときは、すぐ

に先生に知らせます。 

・第三中学校『タブレット端末活用のルール』が守れないときは、タブレット端末を使うことができ

なくなります。 

・故意や重大な過失により破損した場合、修繕費をご家庭に負担していただくことがあります。 

 

２家庭での利用について 

 ・持ち帰りの日の登下校中は制カバンの中にしっかり入れ、落としたり、ぶつけたりしないように

注意しましょう。 

・タブレット端末を使うときは、保護者の指示をよく聞きます。また、保護者が認めたこと以外に使

わないようにしましょう。 

・落として壊したり、水にぬらしたりしないように十分に気をつけます。登下校以外で外へ持ち出

すことはしないようにしましょう。 

・持ったまま走ったり、地面に置いたり、日光の下に置いたままにしません。 

・指で触れる、または、専用ペンを使うようにします。えんぴつやペンで触れたり、落書きしたり、磁

石をひっつけるなどは絶対にしません。 

・長時間の使用は健康への悪影響も考えられます。家庭での使用時間（タブレット端末の使用

時間）をしっかり決めて使いましょう。 

・就寝1時間以上前からは利用しないようにしましょう。 

・家庭でのタブレット端末の使い方（ルールや時間など）をしっかり家族で話し合い、家庭で決め

たルールは必ず守りましましょう。 

 

 

 

１全般的な内容や学校での利用についての１～６番に書かれた内容は大切です。家庭

でも学校と同じようにルールを守り、正しく活用しましょう。 

※学習アプリ等の使用の際に広告が表示される場合があります。これらの広告は富田林市・

学校として推奨しているものではありません。 
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入学説明会用資料 
学校諸費について 

 
 

≪本校における学校諸費とは・・・≫ 

○教育活動を通じて、直接的利益が生徒に還元されるもの 

○一括購入（支払）することによって、生徒（保護者）の利便性を確保できること 

○保護者から徴収する（お預かりする）            

と考えています。 

 

その納入は、現時点では振込（コンビニエンスストア）を予定しております。 

 納入票は入学後、納入額等を印字し、配布する予定です。 

 

 

 

≪１年生の学校諸費（概算）≫ 

学年教材費  １６，０００円(予定) 

学習費     ４，０００円(予定) 

ＰＴＡ会費   ６，０００円（３口の場合）（入学後に口数調べを行います。） 

部活動参加費  ２，０００円（部活動参加者のみ） 

→５月下旬を予定しております。 

 

≪宿泊行事費≫ 

令和６年５月末実施  兵庫県ハチ高原 １泊２日 

  費用：２０，０００円 

→４月に振込伝票により集金します。[コンビニエンスストアで振込可] 

 振込伝票の配布は入学式と考えています。（納入期間１０日間） 

 

≪その他≫ 

  令和７年度より、学校諸費納入については、「ゆうちょ銀行」で口座振替を行います。 

  口座開設・振替手続は、ゆうちょ銀行と打合せ後、お知らせいたせます。（９月ごろ） 
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令和６年度 準備物の購入と諸費用について 

ﾁｪｯｸ欄 物品 金額 購入方法・販売場所など 

 制服 別紙参照 別紙参照 

 体操服上下（冬用） ７３３０円 
入学説明会後、各ご家庭で下記の販売店にて

ご購入下さい。 
 

○北野用品店   常磐町5-3 

℡ 0721-23-2514 

○マルシン本店  富田林町8-10 

         ℡ 0721-23-2455 

〇シバイケ金剛店 向陽台2-7-31 

（富田林病院前） ℡ 0721-28-1689 

 体操服上下（夏用） ５８３０円 

 ウインドブレーカー（上） ４２００円 

 ウインドブレーカー（下） ２５００円 

 スリッパ（青） １6００円 

3 月 1６日（土）予定 

午前１０：００～１２：００ 
本校にて一括販売します。 

デザインセットは美術科指定のものです。 

彫刻刀は小学校時の物を引き続きお使いくだ

さい。 

 体育館シューズ（青ライン） ２７００円 

 デザインセット（美術） ２7００円 

 自転車通学ヘルメット ３０００円 

 柔道着 ５０００円 

 アルトリコーダー ２６００円 

 通学制カバン ５０００円 

 補助バック １６９０円 

 自転車通学ステッカー １００円 自転車通学者のみ 代金は後日徴収します。 

  ※価格は、令和５年1１月現在のもので、令和６年度は若干変わる場合もあります。 
❖補足❖ 

◇名札について 

  令和５年度より名札の購入方法が変わりました。 

◇生徒証明書について 

生徒証明書は、本校で作成しています。身分証明書として卒業まで３年間使用しますので、なくさないようにお願い

します。（再発行は50 円必要です） 

◇自転車関係の費用について 

以下の自転車通学許可地域で、許可願いを出される予定の生徒のみの注文となります。 

ヘルメットと合わせ、その「届け」は後日、各小学校を通じて案内させていただきます。 

   ※ミニ自転車・折りたたみ自転車・電動付自転車などは禁止しています。 

 

❖自転車許可区域❖ 

別井・北大伴・南大伴・楠町・かがり台・龍泉・蒲・甘南備・中山・岸ノ本・上佐備 
※他身体的理由などによる申請許可あり 
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令和６年度生 入学準備物品販売について 

 

○物品の一括購入日の設定について 

下記の日程にて、各業者が本校に来て物品の販売を行います。お忙しいとは

思いますが、日程調整をして頂き、ご購入していただけるようお願いします。 

なお、当日ご購入できない場合は、体育館シューズ・スリッパについては、

各ご家庭で入学式までに商店へ行って購入して頂くことになります。 

制カバン、補助バック、デザインセット・アルトリコーダー・ヘルメット 

柔道着につきましては、後日お知らせ致します。 

                                    記 

（１）日時 ： 令和６年 3 月１６日（土） 午前 10:00～12:00 

（２）場所 : 富田林市立第三中学校  中庭 

      ※お車は正門からお入り下さい。近隣での路上駐車は禁止です。 

（３）販売物品 

体育館シューズ青、スリッパ青（谷山靴店 ℡23－2708） 

制カバン、補助バック 

柔道着、デザインセット、自転車通学用ヘルメット 

アルトリコーダー（物品販売時にお支払いしていただき入学後にお渡しします） 

 

○教科書・副読本について  

教科書は、入学式当日に無償で配布されます。なお、副読本などについては、

入学式後、教科担任が指示しますので、ご購入されないようにお願いします。 

また、この時期に業者が無断で学校の名を語り、参考書や教材などを訪問販

売にまわることがありますが、学校は一切そのようなことは致しませんし、推

薦書物等もありませんので、ご注意してください。 
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入学式について（予定） 

（１） 日時 ： 令和６年４月４日（木） １３時３０分  開式 

 

（２） 場所 ： 富田林市立第三中学校 体育館 

 

（３） 受付 ： １２時４0 分～１３時００分 

         なお、１２時 40 分 よりクラス名簿の発表をします。 

（４） 新入生の持ち物 

      制カバン（教科書を入れる） 書類などを入れるファイル（あれば） 

      上履きスリッパ 筆記用具（油性ペンも必要） 

 

（５） その他 

     ・ 生徒は、12 時 50 分に運動場にクラスごとに集合 

(雨の場合は、新館廊下) 

       整列してその後点呼、説明を受けた後、先生の指示、引率のもと、  

       体育館へ移動していきます。 

      保護者の方は、受付後そのまま体育館へ入館して下さい。 

       

    ・ 当日欠席される場合は必ず学校へご連絡下さい。 

       第三中学校   ０７２１－３４－３２０６ 

 

・ 入学式当日から第三中学校の生徒です。服装・頭髪・装飾品などの 

きまりをご理解の上、ご家庭での指導をよろしくお願いいたします。 

 

・ 入学式のみ、駐車場は本校グランドとします。中学校手前のスロープ

からお入り下さい。なお、学校周辺の路上駐車は地域の方の迷惑にな

りますので、遠慮いただきますよう、ご協力をお願い致します。  

 

・ 入学式への参列はご家族に限らせていただきます。 

 

・  入学式については、自転車点検前となりますので生徒の自転車での通 

学はできません。 
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